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令和６年度女性のための就労支援に関する業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 

出産、育児等のライフイベントによって離職をしたが就労を希望される女性や働き方を見直した

りする女性などを対象にした講座及びキャリアコンサルティングを実施する。専門的なノウハウを

持つ事業者による企画などを取り入れることによって、より多くの市民の就職の実現をめざすため、

公募型プロポーザル方式によって委託事業者を選定する。 

 

１． 目的 

 出産、育児等のライフイベントによって、離職をしたり、働き方を見直したりする女性がみら

れる。また、女性の中には就労を希望していても、離職後長期間のブランクがあるために就労へ

の一歩を踏み出すことが難しかったり、私生活との両立、女性特有の体調の悩みを抱えたりなど、

様々な悩みや困難を抱えている人もみられる。 

本事業は、講座を通じて、上記のような課題を抱える受講生がこれまでの経験を振り返り自身

の価値観や強みを理解することに加えて、現状を踏まえた働き方などを考えることによって、受

講生の就労に向けての意欲喚起を行うことを目的とする。また、受講者にキャリアカウンセリン

グを実施することで、キャリア形成や就労の支援を行うことを目的とする。 

 

２．募集対象業務 

（１）業務の概要 

セミナーの企画・講師の手配や派遣・広報物の作成・キャリアコンサルティングなど。セミナ

ーの開催場所は主に豊中しごと・くらしセンターセミナールームとし、業務の詳細は別添の仕

様書のとおり。 

（２）委託期間 

  契約締結日から令和７年(２０２５年)３月１０日まで。 

（３）予算額 

委託料の上限は、６５６，３７０円（消費税及び地方消費税を含む。）。 

 

 

３．応募（参加）資格 

  応募者は、下記のすべての要件を満たすものとする。複数の事業者が共同で提案する場合（以

下「共同事業体」という。）も同様とする。 

なお、企画提案書等の提出後において要件を満たさなくなった場合も参加を認めない。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）本市から豊中市入札参加停止基準（平成７年６月１日制定）に基づく入札参加停止措置を受

けていないこと。 

（３）本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成２４年２月１日制定）に基づく

入札参加除外措置を受けていないこと。 
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（４）会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条に

よる改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項（会社法の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律第１０７条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含

む。）の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。 

（５）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条による廃

止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立てをし

ていない者であること。 

（６）平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条第１項又は第２項の規定による再生手続開始

の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第３３条第

１項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第１７４条第１項の再生計画認可

の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされ

なかった者とみなす。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手続

開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下

「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。

以下「旧法」という。）第３０条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。

以下「更生手続開始の申立て」という。）をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされ

ていない者であること。ただし、会社更生法第４１条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事

件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、その者に係る会

社更生法第１９９条第１項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画

の認可の決定を含む。）があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は

更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

（８）共同事業体にあたっては、共同事業体の構成員が単体事業者又は他の共同事業体の構成員と

して、本プロポーザルに参加しないものであること。 

 

４．日程 

（１）募集要項等の公表         ８月２３日（金） 

（２）質問事項の締切         ８月３０日（金）午後２時必着  （※１） 

（３）質問事項への回答         ９月６日（金） 

（４）応募書類提出期限         ９月２０日（金）必着、持込みの場合は午後３時まで 

（５）第１次審査（書類審査）      ９月下旬ごろ          （※２） 

（６）第２次審査（プレゼンテーション） １０月２日（水）         （※３） 

（７）結果公表           １０月中旬 

※１ 応募に関する質問はメールで受け付け、質問への回答は、市のホームページに掲示し、

個別には回答しません。 

なお、セミナーの会場とする豊中しごと・くらしセンターセミナールームは事前連絡の

うえ、見学可能です。 

※２ 応募が４件以上となった場合は、書類による第１次審査を実施し、第２次審査（プレゼ

ンテーション）に進んでいただく提案者を選定します。 

※３ 第２次審査の対象となる提案者には、時間を別途ご連絡します。 
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５．応募方法 

（１）提出書類の種類 

No. 様式名  

１ 参加申込書 様式１－１ 

２ 共同事業体結成届 

 共同事業体で応募する場合は提出すること。 

 共同事業体結成における協定書等の写しを添付すること。 

様式１－２ 

３ 委任状 

 共同事業体で応募する場合は提出すること。 

様式１－３ 

４ 見積書 

  

様式２ 

５ 本業務の見積もりの内訳書 

 見積書には人件費、間接経費など見積金額の積算根拠を明示した内訳明

細を記載又は添付すること。 

様式任意 

６ 企画提案書 

 本業務の企画提案は１社１案とする。 

様式任意 

７ 団体の概要書 

 連絡先（担当者氏名、電話番号、FAX 番号、E-mail アドレス）は必ず記

載するとともに、公募開始日から過去３年以内の処分歴は必ず記載するこ

と 

様式任意 

８ 業務経歴 

 類似する業務の実績について記載すること。 

様式任意 

９ 実施体制 様式任意 

１０ 入札参加停止措置等状況調書 

 公募開始日から過去３年以内の処分歴等について、該当事項にチェック

を入れ、必要に応じて添付書類を提出すること。 

様式３ 

（２）提出部数 

正本１部、副本４部（副本は正本の複写可）及び提出書類の電子データを格納した電子媒体

（CD-ROM または DVD-R） 

（３）提出期限 

令和６年（２０２４年）９月２０日必着（持込みの場合は午後３時まで） 

※提出書類の分割提出は認めません。また、提出書類の不足又は提出期限内未到達の場合、応

募を無効とします。 

（４）提出方法 

持参、郵送、宅配便のいずれかとします。 

（５）提出先 

  豊中市市民協働部くらし支援課（豊中しごと・くらしセンター） 

（豊中市庄内幸町４－２９―１ 庄内コラボセンター3 階） 

（６）提出書類の取り扱い 
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提出書類は、いかなる場合でも返却しません。 

 

６．選定方法 

提出していただいた内容について総合的に評価し、受託候補者を選定します。 

なお、提案内容において配点の５０％未満の提案者は、順位が１位の場合であっても受託候補

者としません。 

（１）審査手順 

令和６年度女性のための就労支援に関する業務委託に係る受託候補者選定委員会にて審査し

ます。 

（２）評価項目 

項目 配点 評価のポイント 

１．提案内容 ４５点 
・セミナーの構成案と具体的な取り組み内容について 

・キャリアコンサルティングの内容について 

２．広報・集客方法 １５点 セミナーの広報・集客方法について 

３．業務経歴・実施

体制 
２０点 

（１） 事業者の類似する業務の実績について 

（２） 実施体制について 

４．費用 ２０点 
提案額に根拠があり、適切であるか 

※本業務の見積を勘案し、採点 

※公募開始日から過去３年以内の処分歴などがある場合は、最大で６点減点します 

（３）審査スケジュール 

 第１次審査 

  ９月下旬ごろに女性のための就労支援に関する業務委託に係る受託候補者選定委員会を開

催し、書類審査にて第２次審査に進出する提案者を選定します。なお、応募が３者以下の場

合は第１次審査を省略し、すべての応募者が第２次審査に進みます。 

 第２次審査 

１０月２日（水）に豊中しごと・くらしセンターにおいて、女性のための就労支援に関する

業務委託受託候補者選定委員会を開催し、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を考慮し

て審査を実施します。 

（４）審査結果の通知 

審査結果は､全ての提案者に対して､１０月中旬頃にメールと郵送にて通知します。 

なお、優先交渉権者に選定された場合でも、本市と仕様並びに価格等について協議の上、受託

者として決定するため、優先交渉権者の通知をもって本業務の受託者を約束するものではありま

せん。 

（５）最終審査結果の公表 

審査結果は､「（４）審査結果の通知」後、市のホームページ等において公表します。 

【公表する内容】 

① 件名 

② 履行期間 

③ 受託候補者（事業者名・所在地・代表者・提案金額） 

④ 公募及び審査経過（公募経過・応募団体・審査経過・選定委員会の構成） 
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⑤ 選定理由 

⑥ 採点結果 

⑦ 担当課 

⑧ その他（受託候補者と最高評価点者が異なる場合は、その理由） 

※ 応募が２者であった場合は、次点者の評価点は公表しません。 

 

７．提案者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）提案内容に虚偽の記載を行った場合 

（２）提出期限までに提出場所に提案書類の提出がない場合 

（３）提出書類に不備がある場合 (提出書類の追加や分割提出も認められません。) 

（４）企画提案書受領から契約締結日の間に、豊中市から入札参加停止措置を受けたもの 

（５）プレゼンテーション審査に欠席した場合 

（６）提案に関して談合等の不正行為があった場合 

（７）選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行った場合 

（８）見積金額が提案上限額を超えた場合 

（９）他の提案者と応募提案の内容について相談を行ったとき 

（１０）選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示したとき 

（１１）その他、実施要領の内容に違反した場合 

（１２）委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

 

８．留意事項 

（１）本プロポーザルに要する経費（提案書の作成及び提出に関する費用等）は、応募者の負担

とします。 

（２）審査及び評価の内容、応募者名等の内容についての質問は一切受け付けません。 

（３） 提出された書類の返却、提出期限以降における書類の差し替え及び再提出には応じません。 

（４）提出書類に記載された受託業務の担当者等は、発注者がやむを得ないものとして認める場

合を除き、変更することはできません。 

（５）本プロポーザルの応募を取り下げる場合は、速やかにくらし支援課（下記１０）まで文書

で通知してください。また、取り下げによる不利益な取り扱いはしません。 

（６）質問事項の締め切り以降、事業に係る質問は受け付けません。 

 

９．契約について 

 （１）受託候補者の相手方と企画提案書の提案内容にもとづき、本市と協議のうえ業務内容を確

定して契約を締結します。なお、受託候補者と契約に至らなかった場合は、次点の提案者と

契約をすることがあります。 

 （２）契約に至った場合は、契約保証金の納付を行ってください。なお、履行保証保険の締結な

ど、契約保証金を免除できる場合があります。 

 

１０．応募先、質問先及び問い合わせ先 
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〒５６１－０８３３   

豊中市庄内幸町４－２９－１（庄内コラボセンター３階） 

豊中市市民協働部くらし支援課（豊中しごと・くらしセンター） （担当：望月、窪谷） 

ＴＥＬ ０６－６３９８－７４６３、ＦＡＸ ０６－６３９８－７１０４ 

E-mail shigoto@city.toyonaka.osaka.jp 

 


